
   文教大学大学院単位修得認定規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、文教大学院学則第１３条に基づき、単位修得認定について定める

ことを目的とする。 

 （単位修得の認定） 

第２条 単位修得の認定を受けるためには、次の各号の条件を満たさなければならない。 

 (１) 当該授業科目の授業実時数の３分の２以上出席していること。 

 (２) 当該授業科目の成績評価が、文教大学学則第１８条の合格点に達していること。 

２ 成績評価のための試験については、別に定める試験規程による。 

 （成績発表） 

第３条 成績発表は、科目ごとにＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの表示により行い、評

価の基準は、次に掲げる表のとおりとする。また、発表の時期は、学期末とする。 

表 示 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

評価の 

基 準 

100 点～

90 点

89 点～ 

80 点 

79 点～ 

70 点

69 点～ 

60 点
59 点以下 欠 席 無資格 

 （改廃） 

第４条 この規程の改廃は、大学院教授会の議を経て大学院委員会が決定する。 

   附 則 

 この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
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